
同一世帯複数障害児の上限額管理事務について

超えていない 超えた 

超えた 超えていない 

「利用者負担額（2）」の合計が「利用者負担上限月額（1）」を・・・ 

管理結果番号は・・・「２」 
「管理結果後利用者負担額（3）」には「利用者負

担額（2）」を記入してください。 

上限額管理事業所を利用している児童のう

ち、いずれか1人の児童にかかる「利用者負

担額（2）」が「利用者負担上限月額（1）」

を・・・ 

管理結果番号は・・・「１」 
負担額を充当する児童は「管理結果後利用者負

担額（3）」には「利用者負担上限月額（2）」を記入。

その他の児童は0円を記入してください。 

管理結果番号は・・・「３」 
「管理結果後利用者負担額（3）」には「利用者負担上限月

額（1）」に達するまで、順番に「利用者負担額（2）を記入し

てください。到達後の利用者は0円を記入してください。 

同一世帯内に複数の障害児がいる場合には、一つの世帯として利用者負担上限月額を超えな

いようにする為、上限額管理が必要になります。ついては以下の点に留意して処理をお願い

致します。 

 

①同一世帯複数障害児の場合、通所受給者証に、「複数障害児 氏名 受給者番号」と記載さ

れていることを確認してください。 

②通常の上限管理結果票は国保連に伝送せず、別にある複数児童用上限額管理結果票を使用

して、上限額管理結果票を作成し、紙媒体で流山市に提出してください。Ａ４用紙に印刷し

たものを毎月10 日までに流山市に郵送、持参またはＦＡＸしてください。 

流山市では、紙で提出された結果票の内容と国保連に送信された請求明細書の内容を照 

合し、一致していれば上限額管理正常と判断します。 

 

※上限額管理加算については、兄弟で一つの事業所のみ利用した場合は算定出来ません。 

※複数の事業所を利用した場合は、加算の算定は当該月に一人の児童の請求についてのみと

なります。 

※多子軽減対象の場合、利用者負担額には各々の多子軽減適用後の金額を記入してください。 

※ 市に提出する結果票は、提出時には利用者確認欄が未済で市に提出する結果票は、提出時

には利用者確認欄が未済でもかまいませんが、すみやかに確認を受け事業所内に保管してく

ださい。実地指導時等で確認する書類の一つとなります。 


